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 問
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
開
設

準
備
経
費
助
成
特
別
対
策
事
業

補
助
金
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

国
保
介
護
課
　
介
護
サ
ー
ビ
ス

施
設
の
一
つ
で
あ
る
「
小
規
模

多
機
能
施
設
」
を
開
設
す
る
事

業
者
に
対
し
、
宿
泊
収
容
人
数

に
　
万
円
を
乗
じ
た
金
額
を
助

60
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設

開
設
助
成
事
業
と
は

成
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
の

助
成
対
象
施
設
の
宿
泊
収
容
人

数
は
9
人
な
の
で
、
5
4
0
万

円
を
計
上
し
た
。
ま
た
、
こ
の

事
業
は
前
年
度
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
適
用
さ
れ
る
。

 問
　
観
光
費
で
計
上
し
て
い
る

行
事
活
動
用
備
品
購
入
費
で
、

行
事
活
動
用
備
品

何
を
購
入
す
る
か

ど
の
よ
う
な
物
品
を
購
入
す
る

の
か
。

水
産
商
工
課
　
宝
く
じ
の
普
及

広
報
事
業
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
助
成
金
を
財
源

に
物
品
を
購
入
す
る
も
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
本
年
で
2

回
目
を
迎
え
た
「
船
越
家
族
旅

行
村
花
ま
つ
り
」
の
夜
桜
の
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
に
用
い
る
物
品
で
、

発
電
機
3
台
、
投
光
器
　
台
、

12

電
気
ド
ラ
ム
5
台
、
ガ
ソ
リ
ン

タ
ン
ク
3
缶
の
購
入
を
予
定
し

て
い
る
。

 問
　
緊
急
雇
用
創
出
事
業
で
行

う
水
産
振
興
費
の
事
業
体
制
強

化
推
進
事
業
の
内
容
を
教
え
て

ほ
し
い
。

水
産
商
工
課
　
具
体
策
と
し
て

は
、
山
田
漁
連
に
対
し
て
買
い

取
り
販
売
事
業
の
強
化
を
目
的

と
し
て
、
本
年
7
月
か
ら
来
年

3
月
ま
で
新
規
職
員
2
名
の
人

件
費
を
支
援
す
る
。
職
員
の
採

用
に
つ
い
て
は
山
田
漁
連
が
み

ず
か
ら
行
う
こ
と
に
な
る
。

 問
　
平
成
　
年
度
2
学
期
か
ら

24

水
産
業
の
体
制
強
化

推
進
事
業
の
内
容
は

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

建
設
の
進
捗
状
況
は

の
開
設
を
目
指
し
て
い
る
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
の
進
捗
状

況
は
。

学
校
教
育
課
　
現
在
、
第
一
種

住
居
地
域
内
で
の
建
築
許
可
の

申
請
手
続
中
で
あ
り
、
県
で
開

催
す
る
建
築
判
定
審
査
会
を
経

て
6
月
下
旬
に
許
可
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。
利
害
関
係
者
の
公

聴
会
は
既
に
終
了
し
て
お
り
、

出
席
者
全
員
が
建
設
に
賛
成
し

て
い
る
。

　
ま
た
、
財
源
に
つ
い
て
は
、

文
部
科
学
省
の
補
助
金
を
申
請

を
し
て
い
る
が
、
採
択
順
位
が

低
く
、
利
用
で
き
る
か
は
未
定

で
あ
る
。

副
町
長
　
財
源
に
つ
い
て
は
、

補
助
金
の
ほ
か
に
、
過
疎
自
立

計
画
を
策
定
し
過
疎
債
を
利
用

す
る
予
定
で
あ
る
。
過
疎
自
立

計
画
に
つ
い
て
は
9
月
の
定
例

会
で
提
案
し
た
い
。

 問
　
道
路
維
持
費
で
計
上
し
て

い
る
町
道
環
境
美
化
事
業
委
託

料
と
は
。

建
設
課
　
昨
年
度
と
同
じ
く
緊

急
雇
用
対
策
事
業
と
し
て
、
町

道
の
側
溝
の
土
砂
上
げ
、
草
刈

り
、
枝
の
刈
り
払
い
の
委
託
を

予
定
し
て
い
る
。

町
道
環
境
美
化
事
業

ど
の
よ
う
な
も
の
か

職員側は機構改革などにより新たな体制となりました

［
小
規
模
多
機
能
施
設
］

　
小
規
模
で
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を

併
せ
持
っ
た
施
設
。
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス
機
能
が
あ
る
。

　［
過
疎
債
］

　
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置

法
に
よ
る
地
方
債
（
地
方
公
共
団

体
の
借
金
）
で
、
過
疎
地
域
に
お

け
る
補
助
事
業
、
単
独
事
業
い
ず

れ
に
も
利
用
で
き
る
。
国
か
ら
交

付
さ
れ
る
地
方
交
付
税
の
算
定
基

準
額
に
、
過
疎
債
の
元
利
償
還
金

の
　
％
程
度
が
算
入
さ
れ
る
こ
と

７０
と
な
っ
て
い
る
。
本
町
は
本
年
４

月
か
ら
過
疎
法
の
適
用
に
な
っ
た
。


